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各産業で人手不足が叫ばれる中、全国の統計では平成21年以降労働災害が増
加傾向となっており、京都府でも最低値を記録した平成28年以降は、増減
しながら徐々に増加しています。

労働災害の増加には、労働者の高年齢化などが影響しており、今後とも増
加が懸念されます。

本資料は、災害事例や対策を、京都府小売業プラスセーフ（+SAFE）協議会の構成
員である小売業の企業各社の実例をもとに取りまとめたものです。

各職場で参考とされ、安全で健康な職場づくりの一助としていただけることを期待
いたします。

１ は じ め に

3

労働安全の法令に「安全」「衛生」という言葉の定義はありません。
まずは、わかりやすく

「安全」・・・ ケガするような危険がない
「衛生」・・・ 病気にならず健康が保たれる

くらいに考えてみましょう。

（なお、専門的には、ISO/IEC GUIDE 51:2014 （国際標準化機構・ 国際電気標準
会議） 、JIS Z8051（日本産業規格）では、「安全」の定義を「許容できないリスク
がないこと」としています。
したがって、「事故がないから安全だ」とはなりませんし、また、ゼロリスクを指
すものでもありません。）

ですから、
「交通安全」といえば、「移動していて事故に遭わない」
「食品衛生」といえば、「製造した食品により食べた方が病気にならない」

となりますし、

「労働安全衛生」は、「労働することにより、ケガや病気をしない」

と考えると、イメージしやすいと思います。

２ そもそも「安全衛生」って何？



安全衛生活動に取り組まないことのデメリットとは逆に、安全衛生活動に取り
組むことのメリットがあります。

【生産性の向上】
「安全第一」は製造業や建設業でおなじみのスローガンですが、元をただせば、
西暦1900年ごろのアメリカまでさかのぼります。
当時は、
「生産第一・品質第二・安全第三」

と考えられており、生産を重視するあまり労働災害が多発していました。
これを、
「安全第一・品質第二・生産第三」

と変えたところ、むしろ生産性が向上し、なおかつ労働災害も減少した、という
ものです。

【人材の確保・定着】
昭和には３Ｋ職場（きつい、汚い、危険）は、求職者、労働者から避けられて
いました。
安全衛生が行き届く職場のほうが、労働者の採用や定着に有利にとなるでしょ
うし、また、労働災害が少なければ、被災した労働者分の人手が欠けたり、その
処理に労力を割いたりする必要もなくなります。

「安全衛生活動」は軽視してよいものではありません。
むしろ、積極的に取り組むことで、よりよい職場を実現しましょう。

安全衛生管理の不備による、起こる問題の最たるものは「労働災害」です。
労働災害が発生すると、以下のように労使ともに影響をもたらします。

【労働者にとって】
重篤な場合、命を失う、障害が残るということが起こります。
また、障害が残らないまでも、休業せざるを得なくなる、治療で入院や通院が
必要となるといった負担が生じます。

【企業にとって】
労働災害が発生した場合、以下の法的責任が生じます。
「刑事上の責任」 刑法（業務上過失）、労働安全衛生法による処罰
「民事上の責任」 損害賠償責任（不法行為、安全衛生配慮義務不履行）
「行政上の責任」 行政指導、行政処分（指名停止など）等
「社会的責任」 社会的非難、信用失墜等
また、労働者が休業すれば、人手不足がより深刻となります。

事業者も労働者も協力して安全衛生管理に取り組む必要があります。

３ なぜ「安全衛生活動」に取り組むの？
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転倒 無理な動作 墜落・転落 その他
急いでいる時や両手
で荷物を抱えている
時などに、放置され
た荷物や台車に「つ
まずく」、濡れた床
で「滑る」など

重いものを無理な姿勢
で持ち上げたり、移動
させたりする際「腰痛
になる」、「筋を痛め
る」、「くじく」など

「脚立やはしごの上
でバランスを崩して
落ちる」、「階段で
滑り落ちる」など

「やけどをした」、
「刃物や割れ物で手
を切った」、「交通
事故にあった」など

小売業に多い労働災害

例：小売業における労働災害（全国、令和4年…計16,414件）
※新型コロナウイルス感染症り患による災害を除く

交通事故（道路）
1,471件

切れ・
こすれ

1,019件

墜落・転落
1,786件

その他
3,521件

動作の反動・
無理な動作
2,539件

転倒
6,078件

転倒
新型コロナウイルス
感染症除く全体の

37%
動作の反動
無理な動作

新型コロナウイルス
感染症除く全体の

15%

小売業では、特に「転倒」、無理な動作による「腰痛」など、労働者の作
業行動に起因する労働災害が多くなっています。

どんな労働災害が起こっているの？４

京都府内の
休業4日以上の転倒災害
（令和4年、全産業）

平均休業日数46.8日
⇒  職場復帰まで
平均6～7週間

労働者が被災 → 大きな人手不足を招く
↓

多忙となりさらに労働災害が起こる悪循環
転倒は、来店客の被災も起こりえます。

↓
昨今は来店客からの損害賠償訴訟となる例も

労働者の高齢化にも対処しつつ職場改善を進めないと
サービスが提供できない

各事業者・労働者が安全衛生に対する意識を高めて
作業行動を変え、自主的な安全衛生活動を推進して、
安全衛生水準を向上させる必要があります。
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墜落・転落

5 災害事例と対策

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策
◎ 脚立・踏み台作業

墜落
-1

惣菜加工場で、吊り棚に置いてあ
る食品トレーを取るため脚立に乗っ
ていたところ、足元が滑り脚立から
墜落して、床で頭部と肘を強打し、
打撲した。

・ 脚立は足元が不
安定になりやすく、
危険な道具です。

・ 惣菜、鮮魚など
の加工場所では、
靴底に油分、水分
が付着し、滑りや
すくなります。

① 踏み面の広い作業台
などを優先して使用し
ましょう。
② やむを得ず脚立を使
用する場合には、以下
を実施しましょう。
ア 踏み面に滑り止め
シールを貼る。
イ 靴底の油分・水分
をふき取る。

墜落
-2

ボードにチラシを掲示しようと脚
立に乗っていたところ、お客様への
挨拶に気を取られ、足を踏み外して
脚立から墜落し、左手を骨折した。

墜落
-3

作業台に上がって
吊棚に収納してある
トレーを取り出そう
としたところ、足元
が滑り作業台から墜
落して、腰部を打撲
した。

・ 作業台は、踏み
台にしてはいけま
せん。
（特に、金属の作
業台と靴下等の繊
維では摩擦が効き
ません。）

① 踏み面の広い作業台
などを使用しましょう。

◎ 階段通行
墜落
-4

退店するため２階から階段を降り
ていたところ、階段から足を踏み外
して下の通路まで転落し、左半身と
頭部を強打し、鎖骨及び肋骨を骨折
した。

・ 階段自体が落ち
ると危険な場所で
す。

・ 転落する高さや、
打ちどころによっ
ては、死亡に至る
場合もあります。

① 階段は以下の状態を
保ちましょう。
ア 踏み面に滑り止め
シールを貼る。
イ 油分・水分をふき
取る。
ウ 両側に手すりを設
置する。
エ 不要な物を置かな
い。
オ 照度を保つ。
カ 掲示・表示により
注意を促す。

② 通行時には、以下を
守りましょう。
ア 手すりを保持する。
イ 走らない。
ウ 足元が確認できる
よう、両手いっぱい
に物を持たない。

… 高い所から落ちる

【対策の実例】

危険な箇所で
あることが、わ
かりやすく示さ
れています。
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墜落・転落

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策
◎ その他

墜落
-5

退勤後、従業員駐車場へ向かい店
舗敷地内の横断歩道を、スマート
フォンを操作しながら歩いていたと
ころ、設備工事で蓋が開いていた歩
道上の深さ約１ｍのマンホールに気
づかず墜落し、骨折した。

・ 「1メートルは
一命とる」と言わ
れています。
蓋などの開口部

は開けたままにし
てはいけません。

・ 作業上、開けた
ままにする場合に
は囲い等で明示が
必要です。

・ 下水などのマン
ホール内は酸欠や
硫化水素中毒のお
それがあり、濃度
によっては即死し
ます。

① 蓋等は開けたままに
しないようにしましょ
う。
開けたままにせざる

を得ない場合には、囲
い等で明示しましょう。

② 朝礼、昼礼、イン
フォメーションボード
などで、作業予定を周
知しましょう。

③ 通行者は、通行時に
は、進行方向、足元、
周囲を確認しながら歩
きましょう。
走ったり、「歩きス

マホ」はしないように
しましょう

転倒

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策
◎ つまずき

転倒
-1

勤務終了後、作業靴を履き替えて
更衣室へ移動する際、置いてあった
踏み台に躓いて転倒し、左足を床に
強打して、骨折した。

・ 通路に、足が
引っかかるものを
置いてはいけませ
ん。

・ 一時的に物を置
いて使用した後は、
片付ける必要があ
ります。

① 通路に物を置かない
ようにしましょう。
一時的に物を置いて

使用した後は、速やか
に決められた位置に片
付けましょう。

② ４S活動（整理、整
頓、清掃、清潔）を行
いましょう。

③ 通行者は、通行時に
は、進行方向、足元、
周囲を確認しながら歩
きましょう。

… 高いところから落ちる
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転倒

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策
◎ つまずき

転倒
-2

品出しの準備中、ミニキャリアに
躓いて転倒し、柱に額を打ち打撲を
負った。

・ 台車類は車輪が
あるため、足を乗
せると、滑ってし
まいます。

・ 作業時に足を動
かす範囲に、躓く
原因となる物を置
いてはいけません。
作業場所の確保

が必要です。

・ 暗いと、障害物
や段差に気づかず
転倒しやすくなり
ます。

① 作業前に、作業位置、
物を置く位置を決めて
おき、足を動かす範囲
にキャリアを置かない
ようにしましょう。
腰痛防止の観点から、

荷をなるべく作業者の
体に近づけること、体
をなるべくひねらない
位置となるよう考えま
しょう。

② 転倒の原因となる物
がない広さの作業場所
を確保しましょう。

③ 作業場所の照度を確
保しましょう。

転倒
-3

店舗後方搬入口で空の段ボール箱
を折りたたんでカゴ車に積んでいた
ところ、地面に設置されたカゴ車の
転がり止め金具に躓いて転倒。
左足首を強く捻り靭帯を損傷した。

転倒
-4

生ゴミ低温保管庫で照明を点けず
に作業していたところ、重みで扉が
閉じて庫内が真っ暗になってしまい、
置いてあったカット台車に躓いて転
倒し、胸を
床に強打し
て、骨折を
負った。

◎ すべり
転倒
-5

出勤時、店舗後方搬入口から歩い
て入館したところ、床が水で濡れて
いたため足元が滑り転倒。右ひざを
床に強打し、打撲を負った。

・ 水濡れ、油濡れ、
積雪、通路や冷凍
庫の着氷、金属性
の蓋などは、摩擦
が低く、滑りやす
くなります。

・ お客様の通らな
い場所にも対応が
必要です。

・ 駐車場から建物
に至る通路でも、
よく転倒が発生し
ます。

① 床等の素材は防滑性
のある物としましょう。

② 床は、頻繁に、清
掃・水切り等を行いま
しょう。
また、冬季には除雪、

融雪も行いましょう。

③ 水濡れの危険箇所を
洗い出し、該当する箇
所に転倒防止のための
マットを敷きましょう。

④ 防滑性のある靴を使
用しましょう。

⑤ 指定の長靴の底がす
り減っていないか
チェックしましょう。

⑥ 転倒しにくい歩き方
を実践しましょう。

転倒
-6

レジ周りの消耗
品を取りに行こう
とサッカー台に近
づいたところ、床
が水濡れしていた
ため、足元が滑り
転倒。右足を床で
強打した。

転倒
-7

鮮魚の焼魚加工
室で清掃作業中、
床の水濡れをモッ
プで水切りをして
いたところ、足元
が滑り転倒。その
際、左目下辺りを
盛り付け台に強打
し打撲を負った。

・ 水洗い、モップ
掛け作業は、床面
が濡れるため危険
な状態となります。

… 転ぶ
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無理な動作、動作の反動

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策

無理な
動作
-1

品出しの準備のため、バナナの
入った段ボール箱をミニキャリアか
らカット台車の上段に積み替えてい
たところ、右手首を捻って捻挫した。

・ 商品が想像して
いたより重い場合、
無理な動作につな
がります。

・ 持ち上げる向き
と置く向きが、大
きく違うと、捻り
やすくなります。
（「事例No.無理
な動作-1」の写真
では、ほぼ180度
反転する位置に
なっています。）

・ 床に置かれてい
るものを上に持ち
上げようとすると、
足腰に負担がかか
ります。

① 荷の重量表示を確認
しましょう。

② 重量表示がない荷は、
およその重量を掲示す
るなどしましょう。

③ 持ち上げる前に、少
し力を入れてみて重さ
を確認しましょう。

④ 荷を持ち上げる場と
下ろす場所は、それぞ
れが離れておらず、ま
た、向きが近く、腰の
高さぐらいになるよう
にしましょう。

⑤ 荷を持ち上げる際は、
体を荷に近づけ、垂直
に立ち上がるようにし
ましょう。

無理な
動作
-2

冷蔵室の内部を整理整頓中、床に
積み重ねてあったコンテナを持ち上
げたところ、右足底部に痛みが生じ
た。

… ひねる・伸ばす・腰痛

特に、「転倒」や「動作の反動、無理な動作」や手工具による切創は、
最終的には労働者の作業行動にかかってきます。
以下のように物、人の両面にアプローチすることが必要です。
・ 設備・器具を整える … 物の対策

（転びにくい床、転びにくい靴、照明、荷揚げ負担を軽減する
台車、作業台等の器具など）

・ 作業手順を定め教育する … 人への対策
（歩き方、荷の置き方、持ち上げ方など）

また、本部や店舗が行う安全衛生活動により、労働者自ら安全な行動
を取れるように、安全衛生意識を高めることが重要です。
協議会構成員企業でも、以下のような取り組みが行われています。
【対策の実例 … 『労災ゼロ月間』】
・ 毎年２回、『労災ゼロ月間」を設定し、各回ごとにテーマを決め
て、本部主導の下、企業全体で取り組み。
例：「通勤時の事故防止」…特に増加している「通勤時の事故」
について各職場で具体的な防止行動を検討
「ヒヤリ・ハット事例共有改善」…事例報告書提出を、職場
委員を中心に全職員に呼びかけ

・ 前年度発生した労災事故の再発防止実践行動の点検と対策徹底
・ 労災ゼロ月間スローガンのポスター作製と掲示
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切れ、こすれ

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策
◎ 機械作業

切れ
-1

スライサーを使ってサラダ用オニ
オンスライスを作っていたところ、
具材を抑えていた右手親指が刃先に
当たり切創を負った。

・ 回転刃は鋭く、
手指の切断や出血
多量に至るおそれ
があります。

・ ゆっくり動作す
るような場合でも、
人間の力では動力
には勝てません。

・ 清掃、調整等で
カバーを開けた状
態では、刃部に防
護がないため大変
危険ですので、機
械を稼働させては
いけません。

① スライサーは刃部に
覆い、囲いがあるもの
を使用しましょう。

② 切断する具材を保持
する機構を有するスラ
イサーを使用するか、
保持する用具を使用し、
直接人の手で持たない
ようにしましょう。

③ 清掃、調整などカ
バーを開けた際に自動
で停止する機構（イン
ターロック）を有する
機械を使用するか、機
械を停止しましょう。

切れ
-2

機械を洗浄する際、安全カバーを
外し、安全装置スイッチを手で作動
させ部品を外そうとしたため、機械
が作動し左手人差し指を挟まれ骨折
した。

◎ 工具作業
切れ
-3

鮮魚作業場で冷凍マグロの短冊を
加工する作業中、押さえていた左手
親指に包丁の刃が当たり切創を負っ
た。

・ 冷凍物では刃先
や手が滑りやすく
なります。

・ 水や油に濡れて
いる物も、手が滑
りやすくなります。

・ 包丁やカッター
の刃は防護困難な
ため、危険なもの
である認識が必要
です。

① 切創防止手袋を使用
しましょう。

② 刃の進行方向に手を
添えないなど、物の状
態をよく確認し、基本
の包丁の入れ方を徹底
しましょう。

切れ
-4

清掃作業中、ナイフの刃を取り替
えていたところ、親指が刃先に触れ
て切創を負った。
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はさまれ、巻き込まれ

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策
◎ 機械作業

はさ
まれ
-1

パン生地の成型作業中、生地をモ
ルダーに手で投入していたところ、
着用していたニトリル手袋の指先が
機械に巻き込まれ、右手の指先が
ローラー部分に挟まれて負傷した。

・ ゆっくり動作す
るような場合でも、
人間の力では動力
には勝てません。

・ 手袋、ネクタイ、
スカーフ、首に巻
いたタオルなどは、
回転物に巻き込ま
れやすくなります。

・ 巻き込まれた場
合、骨折、神経損
傷により障害を
負ったり、死亡す
ることも起こりえ
ます。

① 回転物の近傍では、
薄く、巻き込まれやす
いものは着用しないよ
うにしましょう。

② 裾、袖口などはたる
みがないようにしま
しょう。

◎ かご車作業
はさ
まれ
-2

かご車（ロールボックスパレッ
ト）を移動させていたところ、カゴ
車を持っていた左手が鉄製の柱に挟
まれた。

・ かご車を持つ手
はかご車の外に位
置するため、壁や
柱にはさまれやす
くなります。

・ かご車を引く作
業を行う際、足の
先をかご車の車輪
にひかれることが
あります。

① かご車に専用の持ち
手部分を取り付ける。

② 接触しやすい箇所の
壁、柱などに保護材を
取り付ける。

③ 手指を保護でき、滑
り止めのある手袋を使
用しましょう。

◎ スイングドア
はさ
まれ
-3

店舗後方から売場へ入るためスイ
ングドアを右手で押して開けようと
したところ、右手の中指がスイング
ドアと壁の隙間に挟まって、手が抜
けなくなり打撲を負った。

・ ドアの端部（ヒ
ンジのある側）に
手を添えると、ド
アが閉まる際には
さまれます。

① 扉に設置されている
取っ手や、ドアを押す
板など、ドアの決めら
れた部分を所を用いて
ドアを開閉しましょう。

【対策の実例】
狭い通路の配管
にクッション材を
巻いたうえで、
明示しています。
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激突され

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策
◎ スイングドア

激突
され
-1

作業場の入口付近で発泡スチロー
ル箱から保冷用の氷を取り出してい
たところ、別の従業員が入室するた
めスイングドアを押し開けた際、右
肩に扉が当たり打撲を負った。

・ ドアを開けた際
に、他の人に当
たってケガをさせ
る例が多く見受け
られます。

① スイングドアを開け
る方は、窓からドアの
向こう側の状況を確認
のうえ、ゆっくり開け
る。

② スイングドアの開閉
範囲内で作業をしない。

③ スイングドアの開閉
範囲について、テープ
や塗装により床に明示
する。

④ スイングドアの開閉
範囲内で作業をしたり、
ない。

飛来、落下

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策

飛来
-1

自動計量包装値付機のラップフィ
ルムを補充していたところ、カート
上段に置いたラップフィルムが転
がって左足の上に落下し、不全骨折
(ひび)を負った。

・ 長細い物は倒れ
やすくなります。

・ 円形・球形の物
は転がります。

・ 置かれた物の重
さ、高さが大きく
なると落下による
ダメージも大きく
なります。

① 落下の危険性がある
ような不安定な置き方
をしない。

② 長細い物や、円形・
球形の物など不安定な
物には、倒れ止めや、
かご等の用具を使用す
る。

… 物がぶつかってくる

… 物が飛んでくる、落ちてくる
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高温・低温の物との接触

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策
◎ フライヤー

高温
低温
-1

フライヤーで天ぷらを揚げていた
ところ、揚げ油が跳ねて目に入った。

・ 揚げ油は150℃
を超えており、や
けどを起こします。

・ 高温の油に、水
分や氷が落ちると、
水分が蒸発して、
油が飛び散るので
危険です。

・ 使用後まもなく
油の交換や廃棄処
理を行うと、油温
が高いままのため、
危険です。

・ 顔などに跡が
残ったり、目に障
害が残ることがあ
ります。

① 具材の投入時には、
水分を含んでいないか
注意し、静かにフライ
ヤーに入れましょう。

② 具材の取り出しも油
が飛散しないように行
いましょう。

③ 廃液処理は、油温が
下がるだけの時間を空
けてから行いましょう。

④ 保護メガネ、保護手
袋、防護前掛けを使用
しましょう。（いずれ
も耐油、耐熱仕様のも
の）

高温
低温
-2

真空包装機の準備をしていたとこ
ろ、機械の内部で包装用フィルムが
絡まったため、復旧させようと作動
中の包装機の中に右手を入れてしま
い高温の機械に指を挟まれ火傷を
負った。

・ 清掃、調整等で
カバーを開けた状
態では、機械の稼
働部が露出してお
り大変危険ですの
で、機械を稼働さ
せてはいけません。

① 清掃、調整などカ
バーを開けた際に自動
で停止する機構（イン
ターロック）を有する
機械を使用するか、機
械を停止しましょう。

有害物等との接触

事例No. 発生状況 危険のポイント 対策

有害物
-1

洗剤の保管場所で、希釈前の殺
菌・漂白剤（主成分：次亜塩素酸ナ
トリウム）をポンプボトルから希釈
用のバケツに移していたところ、ノ
ズルの向きを確認しないままポンプ
を押し下げてしまったため液剤が左
目に入った。

・ 皮膚・目の炎症
のほか、急性中毒、
慢性症状に至る物
質もあります。

・ SDS（安全デー
タシート）を確認
し、危険・有害性
を把握しましょう。

・ 物質によっては
法令に則った措置
が必要です。

① SDSに記載されて
いる取り扱い方法、保
護具、適用法令を参照
して作業しましょう。

② 清掃等に用いる洗剤
は皮膚・目への刺激性
が高いものが多いため、
保護メガネ、保護手袋
を使用しましょう。

… 凍傷、やけど、熱中症

… 薬傷、中毒、酸欠
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5 対策参考資料

◆ 安全衛生管理体制の概略については、
右のパンフレットをご参照ください。

３．転倒・腰痛防止対策
◆ 転倒予防・腰痛予防対策については、
右のページをご参照ください。
（リーフレット、事例集、動画等があります）

◀ 厚生労働省「転倒予防・
腰痛予防の取組」のページ

京都労働局
転倒災害防止特設ページ ▶

◆ 高年齢労働者の安全衛生対策については、右のページを
ご参照ください。（「エイジフレンドリーガイドライン」「エイ
ジフレンドリー補助金」を含む資料・リーフレット等があります）

１．安全衛生活動について

◆ 基本的な安全衛生管理活動については、
右のパンフレットをご参照ください。

◀ パンフレット「製造事業者
向け 安全衛生管理のポイント」
パンフレット「安全で安心な
職場をつくりましょう」
（主に第三次産業向け）▶

◀ パンフレット「事業場に
おける安全衛生管理体制の
あらまし」（京都労働局版）

２．安全衛生管理体制について

４．雇入れ時教育等
◆ 雇入れ時教育等については、右のペ
ージをご参照ください。
（各業種向けパンフレット、動画等があります）

◀ パンフレット「未熟練労働者に
対する安全衛生教育マニュアル」

５．高年齢労働者の安全衛生対策

◀ 厚生労働省
「高年齢労働者
の安全衛生対
策」のページ

厚生労働省職場のあんぜんサイト内
「各種教材・ツール」のページ ▶

「厚生労働省第14次労働災害防止計画」
「京都労働局第14次労働災害防止推進計画」
「京都府内の労働災害統計」
については、右のページから各資料をご参照ください。

京都労働局
「災害統計・事例」のページ ▶

他にも、厚生労働省ホームページでは、安全
衛生に関する各種パンフレット・リーフレットを
ダウンロードできます。

京都労働局
「災害統計・事例」のページ ▶
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SAFEコンソーシアムのご案内

「SAFEコンソーシアム」では、職場において実施されている労働災害防止
や安全・健康の増進のための取組事例を募集し、「SAFEアワード」として表
彰しています。
令和４年度に選出された優良事例は、「令和４年度SAFEアワード取組
事例集」として公開されていますので、併せてご活用ください。
（令和５年度事例も、今後公開予定です。）

https://safeconsortium.mhlw.go.jp/award/

SAFEコンソーシアム
ポータルサイト
https://safeconsortium.
mhlw.go.jp/

加盟はこちらから
https://safeconsortium.mhlw.
go.jp/sc/consortium

SAFEコンソーシアム
X @safe_mhlw
https://twitter.com/safe_mhlw
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事業者の皆さま
各機関の支援制度をご活用ください。

中央労働災害防止協会
「中小規模事業場 安全衛生サポート事業」のご案内

名称 中央労働災害防止協会 近畿安全衛生サービスセンター

所在地 〒550-0001 大阪市西区土佐堀2丁目3-8

TEL 06-6448-3450（代表）

FAX 06-6448-3477（代表）

E-MAIL kinki@jisha.or.jp

業務担当地区 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

お申込み・お問い合わせ先
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京都産業保健総合支援センター

京都産業保健総合支援センターでは、事業場における
メンタルヘルス対策の普及促進を図るため、当センター
にメンタルヘルス対策に関する訪問支援を専門的に行う
者（メンタルヘルス対策促進員）を配置し、

１ 「こころの健康づくり計画」の策定に関する支援
２ 「職場復帰支援プログラム」の作成に関する支援
３ 管理監督者向けメンタルヘルス教育や研修会への
講師派遣
４ 若年労働者向けメンタルヘルス教育や研修会への
講師派遣
５ ストレスチェック制度の導入や実施後の職場環境
改善等に関する支援

などの事業場への個別訪問支援サービスを無料で提供し
ております。
また、当センターでは精神科医や臨床心理士等の専門
家を配置し、職場のメンタルヘルスに関する悩みや課題
等のご相談等に無料で対応しています。

「メンタルヘルス対策支援事業」のご案内

「治療と仕事の両立支援サービス」のご案内

お申込み・
お問い合わせ先
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全国健康保険協会（協会けんぽ）
「健康経営®チャレンジプログラム」のご案内
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【あとがき】

本資料の作成に当たり、災害事例の提供やご意見をいただいた京都府小売業プラス
セーフ（+SAFE）協議会構成員のご担当各位にこの場をお借りしてお礼申し上げます。

「京都府小売業プラスセーフ（+SAFE）協議会」について

小売業を含む第三次産業の労働災害では、事故の型で見ると「転
倒」や腰痛等の「動作の反動・無理な動作」など、労働者の作業行動
に起因する労働災害が約半数を占め、また、増加傾向にあります。
そこで、令和４年12月に、業界における労働災害防止の課題や作

業行動に起因する労働災害等の予防に係る取組事例等の情報を共有し、
管内事業場へ水平展開を図ることにより、業界全体の安全衛生に対す
る機運醸成を推進していくことを目的として、小売業において複数の
店舗を展開する京都府内の有数の企業、関係団体等の参画を得て、設
立しました。


